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常
陸
大
宮
市
議
会
は
、
平
成　
１６

年　

月　

日
の
合
併
に
伴
い
、
議

１０

１６

会
議
員
一
同
、
新
た
な
気
持
ち
で

ス
タ
ー
ト
し
ま
し
た
。
市
民
の
皆

様
に
は
、
日
ご
ろ
か
ら
、
市
政
に

対
す
る
温
か
い
ご
理
解
と
ご
協
力

を
い
た
だ
き
、
厚
く
お
礼
申
し
上

げ
ま
す
。

　

さ
て
、
地
方
分
権
が
急
激
な
ス

ピ
ー
ド
で
、
し
か
も
大
き
く
動
き

出
し
て
お
り
ま
す
。
こ
の
変
革
の

時
代
の
中
、
地
方
自
治
体
の
権
限

と
責
任
が
一
層
増
し
て
い
く
と
と

も
に
、
地
方
議
会
に
課
せ
ら
れ
た

役
割
は
、
ま
す
ま
す
大
き
く
な
っ

て
お
り
ま
す
。

　

新
市
ま
ち
づ
く
り
計
画
を
基
本

に
、
県
北
西
部
地
域
中
核
病
院
の

建
設
や
市
内
循
環
交
通
シ
ス
テ
ム

の
構
築
、
そ
し
て
森
林
保
全
基
金

の
創
設
な
ど
の
重
点
事
業
を
中
心

に
各
種
事
業
を
展
開
さ
れ
て
お
り

ま
す
。
住
民
の
皆
様
の
福
祉
の
増

進
を
図
り
、
日
々
安
心
で
安
全
に

暮
ら
せ
る
豊
か
な
常
陸
大
宮
市
を

築
い
て
い
く
た
め
、
市
政
の
重
要

な
方
針
を
決
め
る
議
決
機
関
と
し

て
重
責
を
担
い
、
さ
ま
ざ
ま
な
課

題
に
一
所
懸
命
取
り
組
ん
で
い
く

所
存
で
す
。

　

今
後
と
も
、
新
し
い
時
代
に
ふ

さ
わ
し
い
開
か
れ
た
常
陸
大
宮
市

議
会
を
目
指
し
て
、
積
極
的
に
取

り
組
ん
で
い
き
た
い
と
存
じ
ま
す

の
で
、
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し

ま
す
。

幡　

山　

耕　

一　
議　

長

冨　

山　

修　

三　
副
議
長

常
陸
大
宮
市
議
会

議
長
�
副
議
長
あ
い
さ
つ



3 議会広報創刊号

　

新
市
誕
生
後
、
初
の
臨
時
会
が
、
平
成　

年　

月　

日
に

１６

１０

２８

開
催
さ
れ
、
議
席
が
決
定
し
、
常
陸
大
宮
市
議
会
が
ス
タ
ー

ト
し
ま
し
た
。

　

市
長
か
ら
上
程
さ
れ
た
、
合
併
に
伴
う
専
決
処
分
を
求
め

る
議
案　

件
を
承
認
し
、
常
任
委
員
会
・
議
会
運
営
委
員
会

１０

な
ど
の
委
員
の
選
任
及
び
一
部
事
務
組
合
の
議
会
議
員
を
選

出
し
、
議
会
の
構
成
が
決
定
し
ま
し
た
。

��������	


常常常常常常常常常常常常常常常常常常常常陸陸陸陸陸陸陸陸陸陸陸陸陸陸陸陸陸陸陸陸大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会 ススススススススススススススススススススタタタタタタタタタタタタタタタタタタタターーーーーーーーーーーーーーーーーーーートトトトトトトトトトトトトトトトトトトト常陸大宮市議会　スタート常常陸陸大大宮宮市市議議会会 ススタターートト

委　

員　

長　
　
　

小
室　
　

勉

副

委

員

長　
　
　

大
貫　

孝
夫

委　

　

員　
　
　

宮
下　
　

衛

　

同　

　
　
　

佐
藤　
　

忠

　

同　

　
　
　

長
岡　

孝
行

　

同　

　
　
　

五
位
渕　

粤

　

同　

　
　
　

疋
田　

好
夫

　

同　

　
　
　

細
貝　

富
雄

　

同　

　
　
　

菊
池　

五
介

　

同　

　
　
　

河
野　

洪
勲

　

常
陸
大
宮
市
議
会
の
運
営
を
担
い
、
開
か
れ
た
議
会
、
市
民

の
た
め
の
議
会
を
目
指
す
べ
く
議
会
運
営
委
員
会
委
員
が
、
全

会
一
致
で
決
ま
り
ま
し
た
。
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○
平
成　

年
度
常
陸
大
宮
市
一
般

１６

会
計
補
正
予
算
（
第
６
号
）
ほ
か

９
議
案
（
次
表
参
照
）
に
つ
い
て

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

は
、
合
併
に
伴
い
、
歳
入
歳
出
予

算
の
補
正
及
び
特
別
会
計
を
計
上

す
る
必
要
が
生
じ
、
議
会
を
招
集

す
る
暇
が
な
い
の
で
、
専
決
処
分

し
た
も
の
を
承
認
し
ま
し
た
。

補正後の予算額補正額会計名

23,756,76612,301,554一 般 会 計

3,485,2691,247,648国民健康保険特別会計（事業勘定）注１

特
別
会
計

3,935,5471,573,461老人保健特別会計

45,377977公営墓地特別会計

608,873398,046農業集落排水事業特別会計

2,101,510819,972介護保険特別会計

33,933,34216,341,658合　　計

予算額会計名

143,003国民健康保険特別会計（診療施設勘定）注２

特
別
会
計

827,000簡易水道事業特別会計

158,173宅地造成事業特別会計

252,389戸別浄化槽整備事業特別会計

503那珂地方公平委員会特別会計

1,381,068合　　計

新市に引き継がれた予算（Ｈ１６．１０．１６現在）

新市の補正予算（Ｈ１６．１０．１６現在）
（単位：千円）

（単位：千円）

（注１）○事業勘定
　　　　国民健康保険運営のための会計

（注２）○診療施設勘定
　国保診療所運営のための会計



4

委
員
長　
　

細
貝　

富
雄

副
委
員
長　
　

掛
札　

行
雄

委　
　

員　
　

武
石　

寿
長

委　
　

員　
　

皆
川　

勝
博

委　
　

員　
　

木
内　

一
郎

委　
　

員　
　

鹿
嶋　

一
義

委　
　

員　
　
�
橋　
　

繁

委　
　

員　
　

木
村
久
美
子

委　
　

員　
　

成
井　

文
夫

委　
　

員　
　

角
田　

二
雄

委　
　

員　
　

河
野　
　

勲

委　
　

員　
　

冨
山　

修
三

委　
　

員　
　

栗
田　
　

進

委　
　

員　
　

岡�
　

不
忘

委　
　

員　
　

永
嶋　
　

昇

�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�

委
員
長　
　

河
野　

洪
勲

副
委
員
長　
　

木
村　

勝
昭

委　
　

員　
　

岡�
　

榮
一

委　
　

員　
　

小
森　
　

男

委　
　

員　
　

堀
江　

隆
一

委　
　

員　
　

石�
　

清
司

委　
　

員　
　

皆
川　

忠
雄

委　
　

員　
　

木
村　

幹
朗

委　
　

員　
　

山
口　

正
秀

委　
　

員　
　

疋
田　

好
夫

委　
　

員　
　

岸　

佐
次
郎

委　
　

員　
　

寺
門　
　

幸

委　
　

員　
　

海
老
根
正
夫

委　
　

員　
　

大
貫　

孝
夫

委　
　

員　
　

堀
江　

鶴
治

�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�

委
員
長　
　

宮
下　
　

衛

副
委
員
長　
　

砂
川　

清
実

委　
　

員　
　

瀧　
　

正
秀

委　
　

員　
　

内
田　

勝
廣

委　
　

員　
　

根
本　

保
裕

委　
　

員　
　

小
室　

徳
蔵

委　
　

員　
　

田
沢　

祐
男

委　
　

員　
　

佐
藤　

正
義

委　
　

員　
　

小
室　

正
美

委　
　

員　
　

大�
　

重
信

委　
　

員　
　

田
中　

二
郎

委　
　

員　
　

澤
村　

信
一

委　
　

員　
　

幡
山　

耕
一

委　
　

員　
　

平
塚　

芳
信

委　
　

員　
　

金
子　
　

卓

�
�
�
�
�
�
�
�
	

�
�
�
�
�
�
�
�
	

委
員
長　
　

五
位
渕　

粤

副
委
員
長　
　

軍
司　
　

弘

委　
　

員　
　

野
上　

台
一

委　
　

員　
　

秋
山　

信
夫

委　
　

員　
　
�
村　

正
美

委　
　

員　
　

三
村　

隆
男

委　
　

員　
　

駒
田　
　

強

委　
　

員　
　

青
木　

秀
男

委　
　

員　
　

相
田　

三
吾

委　
　

員　
　

内
田　
　

平

委　
　

員　
　

仲
田　

好
一

委　
　

員　
　

小
室　
　

彬

委　
　

員　
　

押
久
保
一
郎

委　
　

員　
　

菊
池　

五
介

委　
　

員　
　

小
室　
　

勉

�
�
�
�
�
�
�
�
	

�
�
�
�
�
�
�
�
	

委
員
長　
　

長
岡　

孝
行

副
委
員
長　
　

堀
江　

仙
三

委　
　

員　
　
�
村　

和
郎

委　
　

員　
　

堀
江　

武
久

委　
　

員　
　

小
林　

千
里

委　
　

員　
　

糟
谷　
　

壽

委　
　

員　
　

淀
川　

茂
樹

委　
　

員　
　

岡
山　

和
夫

委　
　

員　
　

浅
川　

克
巳

委　
　

員　
　

小
橋　

輝
夫

委　
　

員　
　

佐
藤　
　

忠

委　
　

員　
　

掛
札　

幸
博

委　
　

員　
　

小
林　
　

勲

委　
　

員　
　

栗
田　

光
男

委　
　

員　
　

中
島　

光
一

�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
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5 議会広報創刊号

専
決
処
分

○
大
宮
町
、
山
方
町
及
び
大
子
町

と
の
間
の
戸
籍
謄
本
又
は
抄
本
等

の
交
付
等
に
係
る
事
務
の
委
託
に

関
す
る
規
約
一
部
改
正

　

合
併
に
伴
い
、
戸
籍
謄
本
ま
た

は
抄
本
の
交
付
等
に
係
る
事
務
委

託
に
関
す
る
規
約
の
改
正
を
す
る

必
要
が
生
じ
、
議
会
を
招
集
す
る

暇
が
な
い
の
で
、
地
方
自
治
法
の

規
定
に
よ
り
専
決
処
分
す
る
も

の
。

○
那
珂
地
方
公
平
委
員
会
規
約
一

部
改
正

　

那
珂
地
方
公
平
委
員
会
構
成
団

体
の
十
王
町
が
日
立
市
と
合
併
す

る
こ
と
に
伴
い
、
構
成
団
体
変
更

の
規
約
改
正
が
生
じ
、
議
会
を
招

集
す
る
暇
が
な
い
の
で
、
地
方
自

治
法
の
規
定
に
よ
り
専
決
処
分
す

る
も
の
。

〇
一
般
会
計
補
正
予
算

　

元
山
方
町
長
（
故
根
本
保
氏
）

の
準
市
葬
に
係
る
経
費
及
び
新
潟

県
中
越
地
震
災
害
義
援
金
の
支
出

に
伴
い
、
議
会
を
招
集
す
る
暇
が

な
い
の
で
、
地
方
自
治
法
の
規
定

に
よ
り
専
決
処
分
す
る
も
の
。

条
例
の
制
定

○
常
陸
大
宮
市
立
学
校
設
置
条
例

の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

村
田
小
学
校
の
改
築
工
事
完
成

に
よ
り
小
学
校
の
位
置
変
更
が
生

じ
た
た
め
、
条
例
を
改
正
す
る
も

の
。

一
部
事
務
組
合
規
約
の
変
更

○
大
宮
地
方
環
境
整
備
組
合
を
組

織
す
る
地
方
公
共
団
体
の
数
の
減

少
及
び
大
宮
地
方
環
境
整
備
組
合

規
約
の
変
更
に
つ
い
て

　

瓜
連
町
が
、
那
珂
町
に
編
入
さ

れ
る
と
と
も
に
、
同
町
が
那
珂
市

と
し
て
市
制
施
行
さ
れ
る
こ
と
に

伴
い
、
規
約
を
改
正
す
る
も
の
。

○
城
北
地
方
広
域
事
務
組
合
規
約

の
変
更
に
つ
い
て

　

常
北
町
、
桂
村
、
七
会
村
の
合

併
に
伴
い
、
城
里
町
が
同
組
合
に

加
入
す
る
規
約
を
改
正
す
る
も

の
。

○
大
宮
地
方
広
域
組
合
規
約
の
変

更
に
つ
い
て

　

常
北
町
、
桂
村
、
七
会
村
の
合

併
に
伴
い
、
桂
村
を
脱
退
さ
せ
て

城
里
町
が
同
組
合
に
加
入
す
る
規

約
を
改
正
す
る
も
の
。

○
水
戸
地
方
農
業
共
済
事
務
組
合

を
組
織
す
る
地
方
公
共
団
体
の
数

の
増
減
及
び
水
戸
地
方
農
業
共
済

事
務
組
合
規
約
の
変
更
に
つ
い
て

　

水
戸
市
と
内
原
町
の
合
併
、
並

び
に
常
北
町
・
桂
村
・
七
会
村
の

合
併
に
伴
い
、
規
約
の
一
部
を
改

正
す
る
も
の
。

　

平
成　

年
常
陸
大
宮
市
第
４
回
定
例
会
は
、

１６

　

月
７
日
か
ら　

日
ま
で
の　

日
間
開
催
し
ま

１２

２４

１８

し
た
。

　

審
議
に
つ
い
て
は
、
旧
町
村
の
平
成　

年
度

１６

の
各
会
計
歳
入
歳
出
決
算
認
定　

件
、
専
決
処

３３

分
３
件
、
条
例
の
改
正
１
件
、
補
正
予
算　

件
、

１１

一
部
事
務
組
合
規
約
等
の
変
更
５
件
、
そ
の
他

２
件
を
審
議
し
、
全
件
と
も
認
定
・
承
認
・
可

決
し
ま
し
た
。

　

一
般
質
問
は
、　

日
・　

日
の
２
日
間
に
わ

１６

１７

た
っ
て
行
わ
れ
、　

人
の
議
員
が
市
政
に
関
し

１４

て
質
問
を
行
い
ま
し
た
。

　

最
終
日
に
は
、
議
員
提
案
に
よ
る
意
見
書
３

件
が
追
加
提
出
さ
れ
、
い
ず
れ
も
原
案
の
と
お

り
可
決
し
ま
し
た
。

市
長
提
出
議
案

市長の行政報告
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○
茨
城
北
農
業
共
済
事
務
組
合
規

約
の
変
更
に
つ
い
て

　

日
立
市
と
十
王
町
の
合
併
、
並

び
に
常
陸
太
田
市
・
金
砂
郷
町
・

水
府
村
・
里
美
村
の
合
併
に
伴
い
、

規
約
を
改
正
す
る
も
の
。

そ
の
他
の
議
案

○
常
陸
大
宮
市
過
疎
地
域
自
立
促

進
計
画
に
つ
い
て

　

前
期
計
画
が
平
成　

年
３
月
で

１７

満
了
と
な
る
た
め
、
後
期
５
ヵ
年

計
画
を
策
定
す
る
も
の
。

○
那
珂
地
方
公
平
委
員
会
を
組
織

す
る
地
方
公
共
団
体
の
数
の
減
少

及
び
那
珂
地
方
公
平
委
員
会
規
約

の
変
更
に
つ
い
て

　

那
珂
町
と
瓜
連
町
が
合
併
す
る

こ
と
に
伴
い
、
規
約
を
改
正
す
る

も
の
。

意
見
書

○
小
学
校
歴
史
教
科
書
採
択
の
改

善
を
求
め
る
意
見
書

○
ア
メ
リ
カ
産
牛
肉
の
輸
入
解
禁

に
反
対
す
る
意
見
書

○
「
食
料
・
農
業
・
農
村
基
本
計

画
」
見
直
し
に
関
す
る
意
見
書

議
員
提
出
議
案

　

月
１２

７
日

８
日

９
日

　

日
１０

　

日
１１
　

日
１２

　

日　
１３〜　

日
１５

　

日
１６
　

日
１７

　

日
１８
　

日
１９

　

日
２０〜　

日
２２

　

日
２３

　

日
２４

本
会
議

 
休　

会

 
常
任
委
員
会

 
休　

会

 
休　

会

 
本
会
議

 
休　

会

 
休　

会

 
休　

会

 
本
会
議

議
案
説
明
、

監
査
報
告
、
質
疑
、

討
論
、
採
決
、

請
願
・
陳
情
事
件
上

程
説
明

常
任
委
員
会
付
託

議
事
整
理

総
務
常
任
委
員
会

生
活
文
教
常
任
委
員
会

保
健
福
祉
常
任
委
員
会

経
済
常
任
委
員
会

建
設
常
任
委
員
会

休
日

議
事
整
理

一
般
質
問

休
日

議
事
整
理

休
日

追
加
議
案
説
明
、

委
員
長
報
告

質
疑
、
討
論
、
採
決

会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会

期期期期期期期期期期期期期期期期期期期期期期期期期期期期期期期期期期期期期期期期期期期期期期期期期期期期期期期期期期期期期期

日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日

程程程程程程程程程程程程程程程程程程程程程程程程程程程程程程程程程程程程程程程程程程程程程程程程程程程程程程程程程程程程程程

会

期

日

程

��������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������
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合
併
に
よ
る
市
制
施
行
に
伴
い
、
当
面
必
要
と
す
る
経
費
の

補
正
が
提
案
さ
れ
、
原
案
の
と
お
り
可
決
し
ま
し
た
。

主な内容補正後の予算額補 正 額補正前の額会 計 名

県北西部地域中核病院建設費23,778,75819,47223,759,286一 般 会 計

3,484,219△1,0503,485,269国民健康保険特別会計（事業勘定）

特

別

会

計

142,583△　420143,003国民健康保険特別会計（施設勘定）

3,936,3447973,935,547老 人 保 健 特 別 会 計

661,846638661,208公 共 下 水 道 事 業 特 別 会 計

608,90128608,873農 業 集 落 排 水 事 業 特 別 会 計

介護給付費準備基金積立金2,119,64918,1392,101,510介 護 保 険 特 別 会 計

配水管布設替工事838,57611,576827,000簡 易 水 道 事 業 特 別 会 計

161,3493,176158,173宅 地 造 成 事 業 特 別 会 計

252,369△　　20252,389戸別浄化槽整備事業特別会計

471△　　32503那珂地方公平委員会特別会計

工事負担金81,22214,32466,898資 本 的 収 入
上 水 道 事 業 会 計

配水管布設替工事383,72124,019359,702資 本 的 支 出

補補補補補補補補補補補補補補補補補補補補補補補補補補補補補補補補補補補補補補補補補補補補補補補補補補補補補補補補補補補補補補 正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正 予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予 算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算補 正 予 算 （単位:千円）

決
算
審
査
の
講
評

浅
川
功
基
代
表
監
査
委
員

　

平
成　

年　

月　

日
及
び　

日

１６

１１

１１

１５

か
ら　

日
の
４
日
間
に
、
合
併
前

１７

の
山
方
町
、
美
和
村
、
緒
川
村
、

御
前
山
村
の
各
種
会
計
決
算
書
、

説
明
書
類
等
及
び
各
種
基
金
の
運

用
状
況
に
関
す
る
調
書
に
基
づ
き

決
算
審
査
を
行
い
ま
し
た
。

　

平
成　

年
度
山
方
町
・
美
和
村
・

１６

緒
川
村
・
御
前
山
村
各
種
会
計
歳

入
歳
出
決
算
書
、
同
事
項
別
明
細

書
、
実
質
収
支
に
関
す
る
調
書
及

び
証
書
類
、
そ
の
他
関
係
帳
票
等

に
つ
い
て
、
計
数
に
相
違
が
な
い

か
、
収
支
は
適
正
で
あ
る
か
等
に

主
眼
を
置
き
、
審
査
を
実
施
し
、

必
要
に
応
じ
て
関
係
部
署
か
ら
の

説
明
、
実
態
の
把
握
等
に
努
め
ま

し
た
。

　

審
査
の
結
果
で
す
が
、
審
査
を

実
施
し
た
一
般
会
計
、
特
別
会
計

の
歳
入
歳
出
決
算
計
数
は
、
誤
り

の
な
い
も
の
と
認
め
ら
れ
ま
し
た
。
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御前山村緒 川 村美 和 村山 方 町会　　計　　名

20億9,611万円17億7,152万円20億2,999万円26億933万円歳 入 決 算 額

一 般 会 計 14億2,807万円14億3,244万円14億6,337万円19億7,900万円歳 出 決 算 額

6億6,804万円3億3,908万円5億6,662万円6億3,033万円歳入歳出差引残額

2億1,981万円2億2,697万円2億6,203万円3億3,508万円歳 入 決 算 額
国民健康保険

（事業勘定）

特　

　

別　

　

会　

　

計

1億8,201万円2億1,250万円2億89万円2億9,845万円歳 出 決 算 額

3,780万円1,447万円6,114万円3,663万円歳入歳出差引残額

―2,067万円1億510万円―歳 入 決 算 額
国民健康保険

（診療施設勘定）
―1,519万円9,489万円―歳 出 決 算 額

―548万円1,021万円―歳入歳出差引残額

6,735万円8,352万円1億2,964万円1億3,696万円歳 入 決 算 額

簡易水道 5,086万円7,505万円6,081万円8,905万円歳 出 決 算 額

1,649万円847万円6,883万円4,791万円歳入歳出差引残額

2億8,414万円2億8,981万円3億1,878万円5億8,365万円歳 入 決 算 額

老人保健 2億3,962万円2億4,980万円2億5,876万円4億9,100万円歳 出 決 算 額

4,452万円4,001万円6,002万円9,265万円歳入歳出差引残額

4,762万円351万円162万円4,831万円歳 入 決 算 額

宅地開発分譲 466万円1万円54万円2,782万円歳 出 決 算 額

4,296万円350万円108万円2,049万円歳入歳出差引残額

6,417万円4,585万円1億702万円3,317万円歳 入 決 算 額

農業集落排水 5,511万円3,250万円6,830万円1,537万円歳 出 決 算 額

906万円1,335万円3,872万円1,780万円歳入歳出差引残額

1億2,503万円1億3,534万円1億7,794万円2億5,512万円歳 入 決 算 額

介護保険 9,975万円1億3,508万円1億2,406万円2億1,184万円歳 出 決 算 額

2,528万円26万円5,388万円4,328万円歳入歳出差引残額

―――213万円歳 入 決 算 額

公営墓地 ―――115万円歳 出 決 算 額

―――98万円歳入歳出差引残額

―2,730万円2,467万円3,468万円歳 入 決 算 額

戸別浄化槽整備 ―599万円412万円1,187万円歳 出 決 算 額

―2,131万円2,055万円2,281万円歳入歳出差引残額

―61万円――歳 入 決 算 額
緒川村外７カ町

村公平委員会
―14万円――歳 出 決 算 額

―47万円――歳入歳出差引残額

　今回の決算は，平成１６年１０月１６日の合併に伴い，編入される４町村の収支を合併前日（１０月１５日）に打ち切り，
歳入・歳出の決算を行ったものです。

　所管の常任委員会で，一般会計・
特別会計の審査を行い，１２月２４日の
本会議で３３会計すべての決算を認定
しました。

平成１６年１０月１６日�平成１６年１０月１５日

常陸大宮市予算に編入
４町村の各会計は、打ち
切り決算となる。

��������

���������	
��������������������	
�����������
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質問事項議員名質問事項議員名

１　来年度予算編成について
２　読書環境の拡充策について
３　行政改革について仲田　好一

１　「三位一体改革」と新市まちづくり計
画、合併後の諸問題について

２　交通施策について
３　成人保健事業について
４　地域経済の活性化について

金子　　卓

１　平成１７年度予算編成について
２　新市計画について
３　水道料金について
４　交通網の整備について
５　振興公社の取扱いについて
６　学校教育について
７　社会教育について
８　家和楽青少年の家について

菊池　五介

１　憲法「改正」について
２　市内循環交通システムについて
３　美和幼稚園の存続について
４　保育料について
５　住宅リフォーム補助制度について

堀江　仙三

１　新市の行財政運営について
２　廃校となった小学校の利用について

野上　台一

１　森林資源の活用について
２　国際交流海外派遣事業と人材育成に
ついて

３　合併に伴う新市地域防災計画の策定
について

小森　　男

１　農業集落排水事業について
２　市内循環交通システムの構築につい
て

３　常陸大宮市の区制制度について
岡�　榮一

１　教育行政について
２　地域農業の振興を
３　森林の保全の諸問題について
４　各種奉仕作業のあり方について
５　住宅リフォーム事業について

堀江　鶴治

１　市政担当の基本方針及び推進構想に
ついて

２　地方分権の推進と行財政改革について
３　平成１７年度予算編成方針と重点事業
及び合併特例債事業について

皆川　忠雄

１　平成１７年度予算編成について

木村　勝昭

１　次年度予算編成について
２　地球温暖化防止について
３　国旗、国歌の崇拝について

浅川　克巳
１　災害時の対策について
２　総合支所の有効利用について
３　定例会の回数制限の撤廃について

鹿嶋　一義

１　新市のまちづくり計画について
２　国県道の改良促進を
３　地域医療体制の強化事業は

小室　正美
１　医療福祉費助成事業について
２　旧御前山村小学校の統合について
３　国民宿舎「御前山荘」について

押久保一郎

▲市長答弁
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� � � �

　

市
内
を
循
環
す
る
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
バ
ス
等
の
計
画
に
地
域
住
民

の
方
の
期
待
が
広
が
っ
て
い
ま

す
。
こ
の
交
通
シ
ス
テ
ム
の
基
本

的
な
考
え
方
、
計
画
策
定
の
方
法

と
実
際
の
バ
ス
運
行
ま
で
の
ス
ケ

ジ
ュ
ー
ル
を
質
問
し
ま
す
。

　

旧
大
宮
町
の
福
祉
タ
ク
シ
ー
は

病
院
の
ほ
か
、
高
齢
者
ク
ラ
ブ
連

合
会
の
行
事
、
役
所
な
ど
公
的
機

関
、
金
融
機
関
な
ど
利
用
範
囲
が

大
変
広
く
な
っ
て
い
ま
す
。し
か
し
、

３
月
末
ま
で
で
、
そ
の
後
は
「
病

院
」
だ
け
に
限
ら
れ
て
し
ま
い
ま

す
。こ
れ
で
は
福
祉
タ
ク
シ
ー
制
度

が
大
き
く
後
退
し
て
し
ま
い
ま
す
。

　

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
バ
ス
等
の
交
通
シ
ス

テ
ム
が
出
来
上
が
る
ま
で
は
、
旧

大
宮
町
で
同
制
度
を
存
続
さ
せ
る

べ
き
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

○
総
務
部
長

　

基
本
的
な
考
え
方
は
、
公
共
交

通
機
関
の
充
実
に
係
る
も
の
と
な

り
ま
す
。
市
役
所
や
文
化
セ
ン

タ
ー
な
ど
の
市
の
施
設
、
ま
た
駅

や
病
院
な
ど
の
ア
ク
セ
ス
を
高

め
、
市
内
が
広
域
化
す
る
中
、
地

域
の
均
衡
あ
る
発
展
、
あ
る
い
は

市
と
し
て
の
一
体
化
を
図
っ
て
い

き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

　

計
画
策
定
は
、
地
域
の
実
情
や

バ
ス
の
需
要
の
調
査
を
行
い
、

デ
ー
タ
を
収
集
し
た
中
で
、
シ
ス

テ
ム
構
築
の
た
め
に
検
討
委
員
会

を
立
ち
上
げ
、
具
体
的
な
運
行
方

式
や
方
法
、
そ
し
て
運
行
路
線
な

ど
の
決
定
を
し
て
い
き
ま
す
。

○
保
健
福
祉
部
長

　

福
祉
タ
ク
シ
ー
制
度
に
つ
い

て
、
合
併
調
整
方
針
に
よ
り
平
成

　

年
度
か
ら
旧
緒
川
村
の
制
度
に

１７統
一
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

旧
緒
川
村
の
制
度
は
、
医
療
機

関
及
び
介
護
保
険
施
設
等
に
通

院
・
通
所
す
る
場
合
の
利
用
と
な

り
ま
す
の
で
、
運
用
面
で
で
き
る

だ
け
柔
軟
に
対
応
し
ま
す
。

　

改
憲
を
主
張
し
て
い
る
方
々

は
、
現
憲
法
は
、「
ア
メ
リ
カ
に
押

し
付
け
ら
れ
た
も
の
」
憲
法
９
条

は
「
一
国
平
和
主
義
」
で
、
国
際

貢
献
が
で
き
な
い
と
い
う
議
論
を

し
て
い
ま
す
。
日
本
は
「
戦
争
放

棄
」
を
憲
法
に
明
記
し
て
国
際
公

約
と
し
ま
し
た
。
自
民
党
の
憲
法

案
は
、
憲
法
の
平
和
主
義
を
骨
抜

き
に
し
、「
戦
争
を
す
る
国
」
へ
と

転
換
す
る
中
身
と
な
っ
て
い
ま

す
。
市
長
の
見
解
を
伺
い
ま
す
。

　

憲
法　

条
は
、
公
務
員
な
ど
に

９９

憲
法
擁
護
の
義
務
を
負
わ
せ
て
お

り
、
職
員
に
は
「
服
務
の
宣
言
」

を
さ
せ
て
い
ま
す
。
自
治
会
な
ど

の
行
政
組
織
を
使
っ
て
自
衛
隊
生

徒
募
集
を
す
る
こ
と
は
、
憲
法　
９９

条
と
「
服
務
の
宣
言
」
に
反
す
る

行
為
で
は
な
い
か
。

○
市
長

　

日
本
国
憲
法
が
施
行
さ
れ
ま
し

て
既
に　

年
余
を
経
過
し
て
い
ま

５０

す
が
、
憲
法
に
は
日
本
国
民
は
恒

久
の
平
和
を
念
願
し
、
い
ず
れ
の

国
家
も
、
自
国
の
こ
と
の
み
に
専

念
し
て
他
国
を
無
視
し
て
は
な
ら

な
い
。
そ
し
て
、
我
々
全
世
界
の

国
民
が
平
和
に
生
存
す
る
権
利
を

有
す
る
と
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

私
は
、
日
本
国
憲
法
は
、
押
し

付
け
ら
れ
た
も
の
で
は
な
い
と
理

解
し
て
い
ま
す
。

　

そ
れ
か
ら
、
自
民
党
の
改
憲
大

綱
に
つ
い
て
は
、
内
容
を
存
じ
て

い
ま
せ
ん
。

○
市
民
部
長

　

自
衛
隊
法
に
よ
っ
て
、
市
町
村

が
「
自
衛
官
の
募
集
に
関
す
る
事

務
の
一
部
を
行
う
」
と
い
う
規
定

が
あ
り
、
こ
れ
に
よ
り
自
衛
隊
募

集
事
務
に
、
協
力
し
て
い
る
と
い

う
こ
と
で
、
違
反
し
て
い
る
と
は

考
え
て
い
ま
せ
ん
。
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教
育
委
員
の
方
は
、「
地
方
教

育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す

る
法
律
」
な
ど
教
育
行
政
に
関
す

る
諸
法
律
に
則
り
、
教
育
行
政
を

進
め
行
く
上
で
重
要
な
要
職
で
あ

り
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
町
村
合
併

に
よ
り
、
旧
大
宮
町
以
外
の
教
育

委
員
す
べ
て
が
失
職
と
い
う
異
常

な
事
態
に
な
っ
て
お
り
、
公
平
で

ス
ム
ー
ズ
な
教
育
行
政
が
進
め
ら

れ
な
い
の
で
は
な
い
か
と
危
惧
す

る
も
の
で
す
。

　

現
在
の
教
育
委
員
の
任
期
は
、

２
０
０
５
年
の
２
月
と　

月
が
大

１０

半
だ
と
聞
き
ま
し
た
が
、
そ
の
こ

と
を
十
分
に
踏
ま
え
、
市
内
全
域

か
ら
公
平
に
バ
ラ
ン
ス
の
と
れ
た

形
で
、
委
員
を
選
任
さ
れ
る
よ
う

人
事
の
配
置
を
望
み
た
い
と
思
い

ま
す
が
、
市
長
の
考
え
を
伺
い
ま

す
。

○
市
長

　

議
員
お
っ
し
ゃ
る
と
お
り
で

す
。

　

教
育
委
員
に
つ
き
ま
し
て
は
、

今
後
、
全
市
的
な
視
野
に
立
ち
、

適
任
者
を
選
出
し
た
い
と
考
え
て

い
ま
す
。

　

５
町
村
の
合
併
に
よ
り
常
陸
大

宮
市
が
誕
生
し
、
そ
の
約
６
割
が

森
林
で
す
。
そ
の
森
林
資
源
の
木

材
の
価
格
は
、
時
代
の
変
遷
と
共

に
変
動
し
、
下
落
低
迷
し
て
い
ま

す
。
そ
れ
に
伴
い
、
採
算
性
の
悪

化
か
ら
担
い
手
を
失
い
、
管
理
を

放
棄
し
、
そ
の
結
果
、
用
材
と
し

て
の
価
値
が
な
い
山
林
と
な
っ
て

し
ま
い
、
ま
た
、
山
林
の
持
つ
保

水
効
果
や
環
境
問
題
等
備
え
て
い

る
力
を
十
分
引
き
出
す
こ
と
が
で

き
ま
せ
ん
。

　

人
工
林
や
身
近
な
里
山
等
森
林

を
健
全
な
状
態
に
保
つ
に
は
「
人

の
手
」
を
加
え
る
こ
と
が
不
可
決

で
す
。

　

市
長
は
「
自
然
や
森
林
資
源
の

活
用
」
を
述
べ
て
い
ま
す
が
、
ど

の
よ
う
な
方
策
を
考
え
て
い
る
の

か
伺
い
ま
す
。

○
市
長

　

森
林
面
積
は
、
総
面
積
３
４

８
・　

平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
う

３８

ち
、
山
林
原
野
が
２
０
８
・　

平
１１

方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
に
な
っ
て
お
り

　
・
８
％
で
す
。

５９
　

森
林
は
、
環
境
の
問
題
あ
る
い

は
災
害
の
問
題
か
ら
見
て
も
、
維

持
管
理
、
森
林
資
源
の
活
用
の
促

進
策
が
極
め
て
重
要
と
な
っ
て
い

ま
す
。
間
伐
の
進
ま
な
い
森
林
所

有
者
や
不
在
地
主
に
対
し
て
間
伐

実
施
の
普
及
・
啓
蒙
や
連
絡
調
整

を
行
い
、
林
業
の
集
団
化
や
各
種

補
助
事
業
の
活
用
に
よ
り
森
林
所

有
者
の
負
担
を
軽
減
さ
せ
、
間
伐

事
業
な
ど
を
推
進
し
て
い
き
ま

す
。

　

ま
た
、
間
伐
を
効
率
的
に
実
施

す
る
た
め
作
業
道
開
設
を
進
め
ま

す
。
そ
れ
に
は
機
械
な
ど
の
導
入

整
備
が
必
要
と
な
り
ま
す
の
で
、

森
林
組
合
に
、
導
入
に
よ
る
効
果

な
ど
を
考
え
て
い
た
だ
き
、
国
庫

補
助
や
県
補
助
事
業
を
活
用
し
て

整
備
が
実
施
で
き
る
よ
う
、
こ
れ

か
ら
検
討
し
て
い
き
ま
す
。
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旧
町
村
で
計
画
し
、
新
市
に
引

き
継
が
れ
た
事
業
の
予
算
化
に
つ

い
て
で
す
。旧
町
村
が
計
画
し
進
め

て
い
た
事
業
に
つ
い
て
は
、
町
村
長

か
ら
新
市
の
方
へ
、
そ
の
計
画
が
引

き
継
が
れ
、　

月　

日
の
全
員
協

１１

２９

議
会
の
中
で
、
旧
大
宮
町
を
除
い

た
常
陸
大
宮
市
過
疎
地
域
自
立
促

進
計
画
が
提
示
さ
れ
ま
し
た
。そ

の
ご
く
一
部
を
取
り
上
げ
て
も
、

例
え
ば
交
通
通
信
体
系
の
整
備
、

道
路
改
良
補
修
の
件
で
、
道
路
の

幅
に
多
少
差
は
あ
り
ま
す
が
、
総

延
長
で
旧
山
方
町
が
７
９
０
３

�
、
旧
美
和
村
２
７
３
５
０�
、

旧
緒
川
村
２
１
１
６
５�
、
旧
御

前
山
村
２
６
７
２
１�
と
地
域
に

よ
っ
て
大
き
な
格
差
も
あ
り
、
全

体
に
大
き
い
長
期
的
な
事
業
計
画

だ
と
思
い
ま
す
。し
た
が
っ
て
、
こ

れ
な
ど
に
旧
大
宮
町
が
加
わ
る
の

で
、
予
算
編
成
に
当
た
り
ど
の
よ

う
な
取
組
み
を
す
る
の
か
、
具
体

的
な
方
針
を
伺
い
ま
す
。

○
市
長

　

財
源
的
に
は
国
・
県
大
変
厳
し

い
状
況
で
す
。
当
市
で
も
、
地
方

交
付
税
を
含
む
一
般
財
源
の
見
通

し
は
厳
し
い
状
況
に
あ
り
、
限
ら

れ
た
財
源
で
の
予
算
編
成
で
す
の

で
、
十
分
に
事
業
を
検
討
し
て
、

厳
選
し
た
編
成
作
業
に
当
た
り
た

い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　

基
本
的
に
は
現
在
進
め
て
い
る

地
域
中
核
病
院
の
整
備
、
市
内
循

環
交
通
シ
ス
テ
ム
の
構
築
、
ま

た
、
森
林
保
全
基
金
の
創
設
の
３

事
業
を
柱
と
し
て
、
さ
ら
に
合
併

特
例
債
対
象
事
業
な
ど
を
精
査
・

検
討
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
に

対
す
る
バ
ラ
ン
ス
に
十
分
考
慮
し

な
が
ら
編
成
し
て
い
き
ま
す
。

○
総
務
部
長

　

新
市
ま
ち
づ
く
り
計
画
の
推
進

は
、
所
要
の
財
源
確
保
が
前
提
と

な
り
ま
す
が
、
事
業
を
厳
選
す
る

中
、
合
併
特
例
債
、
過
疎
債
等
の

活
用
で
対
応
し
て
い
き
ま
す
。

　

ま
た
、
旧
５
町
村
の
バ
ラ
ン
ス

も
考
慮
し
て
、
計
画
さ
れ
た
事
業

の
推
進
に
努
め
、
早
期
に
一
体
化

の
確
保
を
図
っ
て
い
き
ま
す
。

　

世
相
を
反
映
す
る
よ
う
に
、
２

０
０
４
年
の
「
今
年
の
漢
字
」
に

「
災
」と
言
う
字
が
選
ば
れ
た
が
、

台
風
、
豪
雨
、
地
震
と
災
害
が
多

く
各
地
に
甚
大
な
被
害
を
も
た
ら

し
ま
し
た
。

　

各
地
の
被
災
状
況
を
テ
レ
ビ
や

新
聞
で
見
る
に
付
け
、
市
民
が
安

全
で
安
心
し
た
生
活
が
で
き
る
こ

と
を
願
い
、
災
害
時
の
対
策
を
伺

い
ま
す
。
１
非
常
食
、
毛
布
、
水

の
備
蓄
、
２
危
険
箇
所
の
点
検
と

整
備
、
３
防
災
無
線
の
設
置
状
況

と
停
電
対
策
、
４
消
防
団
員
の
確

保
、
５
消
防
署
へ
の
は
し
ご
車
、

化
学
消
防
車
の
配
置
計
画
、
６
防

災
マ
ッ
プ
の
作
成
な
ど
の
対
策
が

心
配
で
す
。

　

今
後
の
対
策
に
つ
い
て
、
市
民

が
安
全
で
安
心
し
た
生
活
が
で
き

る
こ
と
を
願
い
、
災
害
時
の
対
策

を
伺
い
ま
す
。

○
市
民
部
長

　

対
策
は
し
て
い
ま
す
が
、
旧
町

村
の
対
応
に
差
異
が
あ
る
の
で
、

平
成　

年
度
に
、
旧
町
村
の
地
域

１７

防
災
計
画
を
基
本
に
整
理
統
合
を

行
い
、
特
に
新
潟
県
中
越
地
震
の

教
訓
を
生
か
し
た
新
た
な
常
陸
大

宮
市
の
地
域
防
災
計
画
を
策
定

し
、
防
災
対
策
を
推
進
し
て
い
き

ま
す
。

○
消
防
長

　

消
防
団
員
の
確
保
に
つ
い
て
、

本
市
の
消
防
団
員
の
充
足
率
は　
９５

％
で
あ
り
、
現
在
の
と
こ
ろ
消
防

活
動
に
特
に
影
響
が
出
る
ま
で
に

は
至
っ
て
い
な
い
と
考
え
て
い
ま

す
。
し
か
し
、
平
日
昼
間
の
消
防

団
員
の
確
保
は
、
厳
し
い
も
の
が

あ
り
ま
す
の
で
、
地
域
住
民
の
協

力
を
い
た
だ
き
、
若
い
人
が
入
団

で
き
る
よ
う
な
体
制
づ
く
り
に
努

め
ま
す
。

　

な
お
、
は
し
ご
車
の
整
備
は
、

消
防
力
の
設
置
基
準
に
達
し
て
い

な
い
の
で
、
配
備
の
計
画
は
あ
り

ま
せ
ん
。
ま
た
、
化
学
消
防
車

は
、
１
台
配
備
を
す
る
よ
う
に

な
っ
て
い
ま
す
の
で
、
市
当
局
と

協
議
を
し
な
が
ら
前
向
き
に
対
応

し
ま
す
。
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１　

旧
大
宮
町
で
実
施
の
乳
幼
児

健
診
の
機
会
に
絵
本
を
贈
呈
す
る

「
ブ
ッ
ク
ス
タ
ー
ト
」
事
業
を
全

市
に
普
及
拡
大
す
べ
き

２　

小
中
学
校
の
図
書
館
に
図
書

指
導
員
を
配
置
し
、
子
ど
も
の
読

書
活
動
を
サ
ポ
ー
ト
し
、
併
せ
て

図
書
の
有
効
活
用
を
一
層
図
っ
て

は
ど
う
か
。

３　

子
供
が
読
書
に
親
し
む
機
会

を
家
庭
、
学
校
、
地
域
を
通
じ
、

社
会
全
体
で
取
り
組
む
必
要
が
あ

り
ま
す
。
子
供
の
読
書
活
動
を
推

進
す
る
た
め
の
計
画
の
策
定
を
。

４　

合
併
後
、
図
書
情
報
館
は
、

中
央
図
書
館
と
し
て
の
機
能
が
強

く
期
待
さ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、

市
民
の
目
線
に
立
っ
た
更
な
る

サ
ー
ビ
ス
の
向
上
が
求
め
ら
れ
て

い
ま
す
。
今
後
の
拡
充
対
策
を
伺

い
ま
す
。

○
教
育
長

　

ブ
ッ
ク
ス
タ
ー
ト
事
業
の
実
績
は

好
評
で
す
が
、
全
市
へ
の
普
及
は

広
範
囲
に
な
り
、
人
的
な
問
題
が

あ
り
ま
す
が
、
で
き
る
限
り
多
く

の
地
域
に
事
業
を
展
開
す
る
よ
う

努
力
し
ま
す
。ま
た
、
図
書
指
導

員
の
配
置
は
大
事
な
こ
と
で
す
が
、

学
校
と
地
域
、
家
庭
の
連
携
の
も

と
、
図
書
館
の
幅
広
い
活
用
と
有

効
活
用
に
つ
い
て
、
ま
ず
、
学
校
教

育
の
中
で
充
実
さ
せ
て
か
ら
、
指

導
員
の
配
置
を
検
討
し
ま
す
。

　

子
供
の
読
書
活
動
計
画
は
、
平

成　

年
度
に
法
が
公
布
さ
れ
、
昨

１３
年
度
は
、
県
の
い
ば
ら
き
子
ど
も

読
書
活
動
推
進
計
画
が
策
定
さ
れ

ま
し
た
。
常
陸
大
宮
市
と
し
て

も
、
読
書
に
限
ら
ず
、
教
育
文
化

の
中
で
推
進
計
画
を
検
討
し
て
い

き
ま
す
。

　

図
書
情
報
館
の
拡
充
策
と
し
て

は
、
各
地
域
の
図
書
室
等
と
連
携

を
図
り
な
が
ら
、
多
く
の
方
が
図

書
情
報
館
を
利
用
で
き
る
よ
う
、

今
後
は
、
開
館
時
間
あ
る
い
は
体

制
を
十
分
検
討
し
、
シ
ス
テ
ム
の

構
築
を
図
り
、
市
民
の
方
が
利
用

し
や
す
い
図
書
情
報
館
に
し
て
い

き
ま
す
。

　

合
併
の
基
本
方
針
と
し
て
「
住

民
サ
ー
ビ
ス
と
福
祉
は
高
い
方
、

住
民
負
担
は
低
い
方
に
調
整
す

る
」
と
繰
り
返
し
言
わ
れ
て
き
ま

し
た
。

　

旧
御
前
山
村
で
は
「
村
単
独
医

療
費
制
度
」
が
設
置
さ
れ
、
昭
和

　

年
４
月
か
ら　

歳
以
上
の
高
齢

４９

６７

者
の
医
療
費
無
料
制
度
が
継
続
さ

れ
て
き
ま
し
た
。
戦
前
戦
後
の
大

変
な
時
代
を
生
き
抜
き
、
家
庭
を

守
り
、
地
域
を
築
い
て
こ
ら
れ
た

高
齢
者
を
本
当
に
大
切
に
し
、
限

り
あ
る
財
政
を
住
民
に
喜
ば
れ
る

よ
う
に
使
っ
て
こ
そ
、
地
方
自
治

体
の
本
来
の
立
場
で
す
。「
単
独

医
療
費
制
度
」
を
常
陸
大
宮
市
に

お
い
て
継
続
し
、
全
市
の
住
民
に

適
応
さ
れ
る
よ
う
強
く
求
め
て
、

考
え
を
伺
い
ま
す
。

○
保
健
福
祉
部
長

　
　

歳
か
ら　

歳
ま
で
の
老
人
と

６７

７４

老
人
保
健
該
当
者
に
医
療
福
祉
費

支
給
を
実
施
し
て
い
る
の
は
、
合

併
し
た
５
町
村
の
う
ち
旧
御
前
山

村
の
み
で
す
。

　

こ
の
制
度
に
つ
い
て
は
、
合
併

協
議
の
中
で
、
平
成　

年
度
以
降

１７

調
整
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て

い
ま
す
。

　

こ
れ
ま
で
の
経
過
を
踏
ま
え
、

１
年
間
の
み
継
続
し
て
い
き
た
い

と
考
え
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
平

成　

年
度
以
降
も
継
続
す
る
こ
と

１８
は
、
年
々
高
齢
者
が
増
加
す
る
わ

け
で
あ
り
、
市
の
負
担
は
ど
ん
ど

ん
増
え
て
く
る
と
い
う
こ
と
に

な
っ
て
、
厳
し
い
財
政
状
況
を
考

慮
し
ま
す
と
、
継
続
は
困
難
な
も

の
と
考
え
て
い
ま
す
。

　

な
お
、
こ
の
単
独
医
療
費
制
度

は
、
現
在
、
県
内
で
６
町
村
、
近

県
で
は
、
東
京
都
・
埼
玉
県
や
神

奈
川
県
で
実
施
し
て
い
ま
す
が
、

こ
の
制
度
に
つ
い
て
は
廃
止
す
る

と
い
う
よ
う
な
方
向
で
進
ん
で
い

る
よ
う
で
す
。
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社
会
教
育
は
、
地
域
住
民
の
皆

様
の
健
康
増
進
と
親
睦
、
融
和
を

深
め
、
地
域
づ
く
り
、
街
づ
く
り

に
欠
か
せ
な
い
重
要
な
事
業
で

す
。

　

旧
町
村
に
は
、
こ
れ
ら
社
会
教

育
団
体
と
し
て
文
化
協
会
、
体
育

協
会
、
子
ど
も
会
、
育
成
会
、
Ｐ

Ｔ
Ａ
な
ど
多
く
の
団
体
が
あ
り
ま

す
。
旧
山
方
町
で
も　

の
団
体
が

２４

あ
り
ま
し
た
。

　

合
併
に
よ
っ
て
、
こ
れ
ら
の
組

織
が
ど
う
な
る
の
か
住
民
は
一
抹

の
不
安
を
も
っ
て
い
ま
す
。

　

今
後
、
常
陸
大
宮
市
と
し
て
、

こ
れ
ら
の
組
織
を
ど
の
よ
う
に
し

て
社
会
教
育
の
推
進
を
図
る
の

か
。
ま
た
、
こ
れ
ら
の
団
体
育
成

に
対
し
て
の
予
算
措
置
を
ど
の
よ

う
に
考
え
て
い
る
の
か
。
こ
れ
ら

に
つ
い
て
の
見
解
を
伺
い
ま
す
。

○
教
育
長

　

地
域
で
根
付
い
た
社
会
教
育
活

動
は
、
文
化
、
ス
ポ
ー
ツ
含
め
て
、

各
地
域
に
お
い
て
は
、
長
い
歴
史

と
伝
統
の
あ
る
行
事
で
す
。

　

基
本
的
な
合
併
の
事
務
調
整
の

考
え
方
と
し
て
は
、
地
域
で
歴
史

と
伝
統
の
あ
る
、
し
か
も
地
域
の

皆
さ
ん
の
健
康
増
進
、
親
睦
等
を

図
っ
て
き
た
事
業
に
つ
い
て
は
、

継
続
し
て
事
業
の
推
進
を
図
る
べ

く
調
整
を
し
て
い
る
と
こ
ろ
で

す
。
そ
れ
に
伴
い
、
各
団
体
等
の

組
織
の
編
成
等
も
幾
つ
か
の
課
題

が
あ
り
ま
す
。

　

こ
れ
か
ら
各
団
体
の
関
係
者
と

十
分
協
議
を
し
な
が
ら
、
統
一
で

き
る
も
の
、
あ
る
い
は
各
地
域
で

発
展
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も

の
が
あ
り
ま
す
の
で
、
そ
の
辺
を

考
慮
し
な
が
ら
、
今
後
、
各
団
体

と
の
交
渉
あ
る
い
は
指
導
を
行
っ

て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

１　

自
主
財
源
の
確
保
に
つ
い
て

　

年
々
、
地
方
交
付
税
、
補
助
金

等
が
削
減
さ
れ
、
ま
た
、
市
税
収

入
は
減
少
傾
向
に
あ
る
中
で
、
ど

の
よ
う
に
確
保
し
て
い
く
の
か
。

２　

経
費
削
減
に
つ
い
て

　

今
ま
で
以
上
の
削
減
見
直
し
が

必
要
だ
が
、
今
後
、
ど
の
よ
う
な

考
え
方
、
内
容
、
方
法
で
進
め
る

の
か
。

３　

滞
納
金
の
対
策
に
つ
い
て

　

歳
入
と
な
る
べ
き
税
金
等
が
未

収
と
な
り
、
財
政
面
で
大
き
く
マ

イ
ナ
ス
と
な
っ
て
い
る
が
、
こ
の

こ
と
に
つ
い
て
は
、
担
当
部
署
だ

け
の
問
題
で
は
な
く
、
全
体
の
問

題
と
し
て
捉
え
、
納
付
推
進
月
間

等
を
設
け
、
全
職
員
が
動
く
よ
う

な
体
制
づ
く
り
を
し
、
目
標
額
を

決
め
、
年
々
減
少
さ
せ
て
い
く
よ

う
な
取
り
組
み
が
必
要
と
思
う
が

今
後
の
取
り
組
み
予
定
を
伺
い
ま

す
。

○
総
務
部
長

　

自
主
財
源
の
確
保
に
つ
い
て

は
、
三
位
一
体
の
改
革
に
伴
う
税

源
移
譲
等
を
考
慮
し
ま
す
と
、
不

透
明
な
部
分
も
あ
り
ま
す
が
、
平

成　

年
度
も
個
人
市
民
税
、
た
ば

１７
こ
税
な
ど
の
減
収
が
懸
念
さ
れ
る

と
こ
ろ
で
す
。

　

税
外
収
入
も
含
め
て
、
さ
ら
に

滞
納
整
理
対
策
等
も
検
討
し
た

中
、
自
主
財
源
の
確
保
に
努
め
て

い
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　

経
費
削
減
等
の
考
え
方
で
す

が
、
平
成　

年
度
予
算
編
成
に
あ

１７

た
り
ま
し
て
も
旅
費
、
消
耗
品

費
、
食
糧
費
、
委
託
料
な
ど
、
物

件
費
等
で
５
％
減
の
要
求
限
度
枠

を
設
け
進
め
て
い
ま
す
。

　

滞
納
金
の
対
策
で
す
が
、
税
関

係
は
、
日
常
的
な
税
務
課
等
の
職

員
に
よ
る
納
付
の
督
励
、
徴
収
嘱

託
員
の
配
置
、
出
納
整
理
期
間
中

の
管
理
職
全
員
に
よ
る
集
中
滞
納

整
理
、
あ
る
い
は
茨
城
租
税
債
権

管
理
機
構
へ
の
委
託
等
で
滞
納
整

理
を
し
て
い
ま
す
。
税
外
収
入

は
、
関
係
課
横
断
的
に
毎
月
対
策

会
議
を
実
施
し
、
総
体
的
な
徴
収

力
の
強
化
を
図
っ
て
い
き
ま
す
。
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世
紀
の
大
事
業
と
言
わ
れ
る
市

町
村
合
併
が
こ
の
度
成
立
し
、
新

生
「
常
陸
大
宮
市
」
が
歴
史
的
ス

タ
ー
ト
を
し
た
の
で
、
市
長
に
対

し
、
①
市
政
担
当
の
政
治
理
念
と

基
本
方
針
、
②
市
政
推
進
構
想
、

③
全
地
域
、
全
市
民
の
一
体
化
の

早
期
確
立
の
具
体
的
構
想
、
④
地

方
分
権
の
実
現
が
現
下
の
大
き
な

課
題
で
あ
る
今
日
、
そ
の
具
体
的

推
進
と
し
て
平
成
の
大
合
併
が
加

速
す
る
中
で
、
全
国
的
に
各
自
治

体
に
急
速
に
広
が
っ
て
参
り
ま
し

た
『
自
治
基
本
条
例
』
の
制
定
の

動
き
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
ぞ
れ
の

自
治
体
が
目
指
す
方
向
性
や
理
念

を
始
め
、
住
民
や
議
会
・
行
政
の

果
た
す
役
割
な
ど
の
基
本
原
則
を

定
め
る
、
い
わ
ば
『
自
治
体
の
憲

法
』で
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

新
し
い
時
代
に
対
応
し
た
真
に
開

か
れ
た　

世
紀
型
地
域
づ
く
り
に

２１

は
極
め
て
重
要
で
あ
る
と
考
え
ま

す
。
市
長
の
構
想
と
制
定
計
画
を

伺
い
ま
す
。

○
市
長

　

地
域
の
魅
力
あ
る
地
域
資
源
を

最
大
限
に
活
用
し
な
が
ら
、
快
適

で
人
に
優
し
く
、
安
心
で
快
適
な

活
力
の
あ
る
ま
ち
づ
く
り
を
行

い
、
市
民
の
皆
様
が
こ
の
地
に
生

ま
れ
、
こ
の
地
で
育
ち
、
住
ん
で

よ
か
っ
た
と
思
え
る
常
陸
大
宮
市

に
す
る
た
め
、
合
併
の
一
体
性
の

確
立
と
と
も
に
、
地
域
の
均
衡
あ

る
発
展
の
た
め
の
行
政
施
策
を
進

め
ま
す
。

　

自
治
基
本
条
例
に
つ
い
て
は
、

平
成　

年
４
月
に
地
方
分
権
の
推

１２

進
を
図
る
た
め
の
法
律
が
施
行
さ

れ
、
住
民
の
身
近
な
行
政
は
、
で

き
る
限
り
地
方
公
共
団
体
に
ゆ
だ

ね
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
こ
の

た
め
、
国
と
地
方
公
共
団
体
の
関

係
が
見
直
さ
れ
、
対
等
で
協
力
的

な
関
係
に
改
め
ら
れ
、
国
と
地
方

公
共
団
体
が
分
担
す
る
役
割
を
明

確
に
し
、
国
の
関
与
を
ル
ー
ル
化

し
た
も
の
と
理
解
し
て
い
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
な
状
況
の
中
、
自
治

基
本
条
例
は
、
本
格
的
な
分
権
時

代
を
迎
え
、
自
治
体
の
憲
法
と
し

て
、
市
政
運
営
の
基
本
理
念
や
基

本
方
針
な
ど
を
条
例
と
し
て
定
め

る
も
の
で
す
が
、
今
後
の
検
討
課

題
と
し
ま
す
。

　

農
業
集
落
排
水
事
業
は
、
生
活

環
境
の
改
善
、
水
質
環
境
の
改
善
・

保
全
等
、
美
し
い
自
然
環
境
が
守

ら
れ
快
適
で
文
化
的
な
生
活
が
図

ら
れ
文
化
の
バ
ロ
メ
ー
タ
ー
と
も
言

わ
れ
て
い
ま
す
。合
併
協
定
の
調

整
方
針
で
新
し
い
市
に
お
い
て
計

画
を
速
や
か
に
策
定
し
、
料
金
体

系
を
検
討
す
る
と
あ
り
ま
す
。旧

大
宮
町
に
お
い
て
は
、
料
金
体
系

が
異
な
り
ま
す
が
、
そ
の
他
の
４

町
村
の
使
用
料
が
、
山
方
町
１
世

帯
当
た
り
１
５
０
０
円
、
１
人
当

た
り
が
５
０
０
円
、
美
和
村
が
１

世
帯
当
た
り
２
０
０
０
円
、
１
人

当
た
り
が
９
０
０
円
、
緒
川
村
が

基
本
料
金
が
１
６
０
０
円
、
１
人

当
た
り
が
７
０
０
円
、
御
前
山
村

が
一
般
家
庭
に
お
い
て
１
６
０
０

円
、
１
人
当
た
り
が
６
０
０
円

と
、
こ
の
よ
う
に
旧
美
和
村
の
使

用
料
が
一
番
高
い
料
金
だ
と
い
う

こ
と
が
分
か
る
と
思
い
ま
す
。

　

新
市
に
お
け
る
料
金
体
系
の
見

直
し
の
時
期
は
い
つ
ご
ろ
に
な
る

か
。
２
つ
目
と
し
て
、
使
用
料
は

ど
の
ぐ
ら
い
に
な
る
の
か
。

○
建
設
部
長

　

現
在
、
大
宮
、
山
方
、
美
和
、

緒
川
、
御
前
山
の
５
地
域
が
ま
ち

ま
ち
で
す
が
、
合
併
協
の
調
整
方

針
で
、
平
成　

年
４
月
ま
で
に
、

１８

各
支
所
担
当
課
等
と
協
議
を
し
な

が
ら
調
整
し
、
使
用
料
の
統
一
を

図
り
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

ま
た
、
使
用
料
の
額
に
つ
い
て

は
、
旧
町
村
ご
と
に
計
算
の
基
礎

が
異
な
っ
て
い
ま
す
。現
在
は
、
２

通
り
の
算
出
方
法
を
使
っ
て
お
り
、

世
帯
割
、
人
数
割
の
算
出
方
法
、

こ
れ
は
転
入
、
転
出
の
際
の
チ
ェッ

ク
が
困
難
で
す
。も
う
一
つ
は
、
水

道
の
使
用
料
を
も
と
に
計
算
す
る

方
法
が
あ
り
ま
す
。こ
れ
は
自
家

水
道
の
場
合
ど
う
す
る
か
な
ど
の

問
題
も
あ
り
ま
す
の
で
、
今
後
十

分
に
検
討
を
し
て
、
使
用
料
を
決

め
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

な
お
、
使
用
料
の
予
定
額
に
つ

い
て
は
、
現
段
階
で
は
お
答
え
で

き
ま
せ
ん
。
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地
球
温
暖
化
防
止
の
た
め
の
京

都
議
定
書
が
７
年
ぶ
り
に
発
効
す

る
見
通
し
と
な
り
ま
し
た
。
日
本

は
二
酸
化
炭
素
な
ど
温
室
効
果
ガ

ス
の
削
減
義
務
の
実
現
を
強
く
求

め
ら
れ
て
い
ま
す
。
い
よ
い
よ
空

気
を
た
だ
で
使
え
な
い
時
代
の
到

来
で
す
。
二
酸
化
炭
素
を
光
合
成

で
吸
収
す
る
森
林
は
、
森
が
生
み

出
す
新
た
な
価
値
と
し
て
熱
い
視

線
が
注
が
れ
ま
す
。

　

高
知
県
で
は
、　

％
を
森
林
が

８４

占
め
、
全
国
ト
ッ
プ
の
森
林
率
で

全
国
初
の
「
森
林
環
境
税
」
を
創

設
し
て
、
森
林
保
全
に
大
き
な
役

割
を
果
た
し
て
い
ま
す
。
島
根
・

岡
山
・
鹿
児
島
県
で
も
独
自
の
税

を
導
入
済
み
で
す
。
合
併
し
た
当

市
も
森
林
が
全
体
の
６
割
を
占
め

る
現
状
で
あ
り
、
温
暖
化
防
止
と

水
資
源
保
全
の
事
業
を
強
力
に
推

進
す
べ
き
と
考
え
る
が
、
対
策
に

つ
い
て
伺
い
ま
す
。

○
市
長

　

既
に
旧
町
村
ご
と
に
地
球
温
暖

化
防
止
実
行
計
画
を
策
定
し
て
い

ま
す
。
今
後
、
旧
町
村
の
計
画
書

を
参
考
に
、
常
陸
大
宮
市
地
球
温

暖
化
防
止
実
行
計
画
を
策
定
し
ま

す
。
な
お
、
新
計
画
が
で
き
る
ま

で
は
、
現
行
ど
お
り
旧
町
村
単
位

で
推
進
を
図
っ
て
い
き
ま
す
。

　

ま
た
、
森
林
は
、
そ
の
成
長
の
中

で
二
酸
化
炭
素
を
吸
収
し
、
幹
や

枝
等
に
貯
蓄
す
る
こ
と
か
ら
、
大
気

中
の
二
酸
化
炭
素
の
濃
度
が
上
昇

す
る
こ
と
を
抑
え
る
の
に
役
立
つ
と

言
わ
れ
て
い
ま
す
。地
球
温
暖
化
防

止
の
森
林
吸
収
源
対
策
や
水
資
源

保
全
の
た
め
、
健
全
な
森
林
の
整

備
、
保
安
林
等
の
適
正
な
管
理
、
保

全
、
木
材
の
利
用
促
進
、
市
民
参
加

の
森
づ
く
り
等
を
行
い
、
森
林
の
活

用
、
推
進
、
保
全
を
し
な
が
ら
、
特

性
を
生
か
し
た
地
域
づ
く
り
を
進

め
て
い
き
ま
す
。

　

な
お
、
森
林
、
水
源
涵
養
、
自

然
環
境
の
保
全
や
活
用
な
ど
、
森

林
の
持
つ
効
率
的
機
能
の
維
持
強

化
等
を
目
的
と
し
て
、
森
林
環
境

緊
急
保
全
事
業
等
を
円
滑
に
推
進

す
る
た
め
、
森
林
保
全
基
金
（
仮

称
）
を
創
設
し
ま
す
。

　

新
市
ま
ち
づ
く
り
計
画
が
作
ら

れ
た
が
、
山
間
部
、
過
疎
地
域
の

振
興
対
策
は
ど
う
な
っ
て
い
る
の

か
。

　

大
宮
地
域
は
、
合
併
効
果
に
よ

り
商
業
・
工
業
な
ど
の
産
業
が
今

以
上
に
進
展
し
、
常
陸
大
宮
市
の

中
心
と
し
て
発
展
し
て
い
く
と

思
っ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
山

方
、
美
和
、
緒
川
、
御
前
山
の
４

地
域
は
、
過
疎
地
域
で
す
。

　

新
市
常
陸
大
宮
市
が
、
本
当
に

発
展
し
て
い
く
た
め
に
は
、
こ
の

４
地
域
が
少
し
で
も
今
よ
り
良
く

な
っ
た
と
言
わ
れ
る
こ
と
が
大
切

だ
と
思
い
ま
す
。

　

そ
こ
で
、
山
間
地
、
過
疎
地
域

の
振
興
対
策
を
ど
う
考
え
て
い
く

の
か
重
点
的
対
策
を
伺
い
ま
す
。

○
市
長

　

常
陸
大
宮
市
の
北
西
部
が
山
間

地
で
、
こ
の
地
域
が
過
疎
地
域
と

な
っ
て
い
ま
す
。

　

過
疎
地
域
自
立
促
進
計
画
は
、

産
業
の
振
興
を
初
め
と
す
る
地
域

の
振
興
策
で
構
成
さ
れ
、
人
口
対

策
、
若
者
定
住
対
策
、
雇
用
の
場

の
創
出
等
の
振
興
対
策
が
盛
り
込

ま
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
の
施
策

は
、
す
べ
て
新
市
ま
ち
づ
く
り
計

画
と
整
合
性
を
図
っ
て
お
り
、
事

業
に
よ
っ
て
は
、
よ
り
具
体
的
な

施
策
を
盛
り
込
ん
で
い
ま
す
。
し

た
が
っ
て
、
山
間
地
、
過
疎
地
域

の
振
興
に
つ
い
て
は
、
過
疎
地
域

自
立
促
進
計
画
の
推
進
が
新
市
ま

ち
づ
く
り
の
計
画
の
推
進
に
つ
な

が
る
も
の
と
考
え
て
い
ま
す
。

○
総
務
部
長

　

過
疎
地
域
自
立
促
進
計
画
に
具

体
的
に
盛
ら
れ
て
い
る
施
策
は
、

人
口
対
策
、
定
住
対
策
、
そ
し
て

雇
用
の
創
出
で
す
。
こ
の
３
つ
の

事
業
は
、
お
互
い
関
係
し
ま
す
の

で
、
総
合
的
、
か
つ
一
体
的
に
事

業
の
推
進
を
図
っ
て
い
き
ま
す
。
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過疎地域の住宅対策（市営住宅）
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景観の美しい那珂川大橋周辺
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　１２月７日の本会議で，所管の常任委員会に付託，

１６日・１７日の常任委員会で審議し，１２月２４日の本会

議において下記のとおり決定しました。

審査結果紹介議員請願・陳情者件名付託委員会

採　択

砂川　清実
細貝　富雄
河野　洪勲
栗田　　進

常陸大宮市中富町965-2
岡部勝一

日本郵政公社が民営化され
ることに反対を求める請願

総 務 常 任 委 員 会

不採択

押久保一郎
堀江　仙三
堀江　鶴治
金子　　卓

常陸大宮市姥賀町554－3
「おおみや平和の会」
会長　小野瀬　實
常陸大宮市上小瀬2637
「美和緒川平和の会」
会長　小林　茂

自衛隊のイラク派遣延長を
やめ，直ちに撤退を求める
請願書

総 務 常 任 委 員 会

採　択大貫　孝夫
水戸市大町3－4－13浅川ビル１F
日本会議茨城　会長　横山亮次

中学校歴史教科書採択の改
善に関する請願

生活文教常任委員会

継　続
審　査

金子　　卓
多賀郡十王町伊師3026
農民運動茨城県連合会県北農民センター
代表　根本陽一

政府米の買い入れと，備蓄
を充実させる意見書提出を
求める請願

経 済 常 任 委 員 会

採　択金子　　卓
多賀郡十王町伊師3026
農民運動茨城県連合会県北農民センター
代表　根本陽一

アメリカ産牛肉の輸入解禁
に反対する意見書提出を求
める請願

経 済 常 任 委 員 会

継　続
審　査

―
水戸市梅香1－1－4
食とみどり，水を守る茨城県労農市民会議
会長　野上義男

WTO・FTA交渉に関する陳
情書

経 済 常 任 委 員 会

採　択―
水戸市梅香1－1－4
食とみどり，水を守る茨城県労農市民会議
会長　野上義男

「食料・農業・農村基本計画」
見直しに関する陳情書

経 済 常 任 委 員 会

�
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�
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市
内
を
現
地
視
察

　

建
設
常
任
委
員
会
で
は
、
去
る

　

月
９
日
に
付
託
案
件
の
決
算
に

１２つ
い
て
審
査
後
、
所
管
の
建
設
関

係
事
業
の
視
察
を
行
い
ま
し
た
。

　

大
宮
地
域
は
桜
の
丘
住
宅
建
替

事
業
、
山
方
地
域
は
野
上
原
宅
地

造
成
、
奥
久
慈
グ
リ
ー
ン
ラ
イ
ン

林
道
、
美
和
地
域
は
「
さ
さ
の
湯
」

近
隣
道
路
、
緒
川
地
域
は
ダ
ム
中

止
関
連
道
路
の
県
道
下
檜
沢
上
小

瀬
線
・
市
道
野
沢
線
、
御
前
山
地

域
は
野
口
地
区
農
業
集
落
排
水
処

理
施
設
の
視
察
を
行
い
、
合
併
地

域
内
の
進
捗
状
況
及
び
工
事
予
定

地
等
の
現
状
を
調
査
し
ま
し
た
。

桜の丘住宅下檜沢上小瀬線

野口地区農業集落排水処理施設野上原宅地造成地

���������������������������������������������������������

�����

���
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　安全対策が不十分なままアメリカ産牛肉の
輸入を解禁することは，食の安全にとって重
大問題であり，日本と同水準のBSE検査体制
ができるまで輸入禁止を求める。
１　日本と同水準の全頭検査体制や特定部位
の除去等の実施がない限り，アメリカ産牛
肉の輸入禁止を継続すること。

　提出先
　　衆議院議長，参議院議長
　　内閣総理大臣，財務大臣
　　厚生労働大臣

����������	
��
���������	

　「食料・農業・農村基本法」に基づき，食料自
給率の引き上げ，食の安全・安定に結びつく施
策を展開するよう「食料・農業・農村基本計画」
見直しを行うよう次の措置を要望する。
１　食料自給率について（自給率の引き上げ）
２　担い手のあり方（育成すべき担い手等）
３　新たな経営安定対策（所得補てん策等）
４　農地制度のあり方（法・制度の確立等）
５　農業環境・資源保全政策の確立

（経営所得安定対策等）
提出先　　内閣総理大臣

平
成　

年
第
４
回
定
例
会
で

１６提
出
し
た
意
見
書
（
要
旨
）

��������	
���������

　中学校で使用する歴史教科書の採択に当たって，次の事項に留意されるよう要望する。
１　教育委員会事務局に対しては，委員の判断に必要とされる各教科書の比較の際の視点・論点を，例えば学習
指導要領の「内容」や（取扱い）との関係などについて，新たに指示するなど，見やすさと使いやすさとかば
かりではなく，内容に立ち入った検討を求めること。

２　学習指導要領の平成１０年の改定で，社会科および歴史的分野の目標に教育課程審議会の答申を踏まえて，「愛
情を深め」という文言を，特に書き加えたことを最も尊重している教科書を選ぶこと。

３　教科書採択の過程における，下部機関による「しぼりこみ」を排し，選択権者としての責任と見識において，
適正な教科書を選ぶこと。

４　神話・伝承を含む国の成立ちを十分に記述するなど，我が国の歴史・伝統・文化の優れた点や先人の偉業を
最も詳しく記述している教科書を選ぶこと。

５　家庭・郷土・国家を愛する心を養い，日本人としての誇りを育てる内容の教科書を選ぶこと。
　提出先
　　常陸大宮市教育委員会委員長

�
�
�
�
�
�
�
�
	

閉
会
中
の
委
員
会
活
動

県
北
西
部
地
域
中
核
病
院（
仮
称
）

建
設
地
を
視
察

　

保
健
福
祉
常
任
委
員
会
で
は
、

委
員　

名
に
よ
り
、
去
る
１
月　

１５

１８

日
に
、
議
会
会
議
室
で
会
議
後
現

地
視
察
を
行
い
ま
し
た
。

　

保
健
福
祉
部
中
核
病
院
建
設
室

長
か
ら
病
院
建
設
に
つ
い
て
、
鉄

筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
４
階
建
、
病
床

数
１
６
０
床
で
、
診
療
科
目
は
内

科
（
循
環
器
科
、
消
化
器
科
、
呼

吸
器
科
）、
小
児
科
、
外
科
、
脳
神

経
外
科
、
整
形
外
科
、
泌
尿
器
科
、

産
婦
人
科
、
麻
酔
科
を
予
定
し
て

い
る
な
ど
病
院
概
要
及
び
病
院
建

設
完
了
時
期
（
平
成　

年
３
月
の

１８

建
設
終
了
）
の
説
明
を
受
け
ま
し

た
。

主
な
質
疑
と
し
て
は
、

Ｑ　
　

時
間
対
応
の
救
急
医
療
が

２４
で
き
る
夜
間
の
態
勢
は
ど
う
な

る
か
。

Ａ　

外
科
系
と
内
科
系
の
医
師
を

配
置
す
る
ほ
か
、
必
要
に
応
じ

て
近
接
地
に
住
む
医
師
の
応
援

態
勢
を
と
る
予
定
。

Ｑ　

入
札
の
方
法
が
一
般
競
争
入

札
と
あ
る
が
、
談
合
等
が
心

配
。

Ａ　

３
社
Ｊ
Ｖ
に
よ
り　

日
か
ら

１７

　

日
ま
で
受
付
を
行
い
、
入
札

２５参
加
者
資
格
審
査
会
で
、
申
請

内
容
が
入
札
用
件
に
合
致
し
て

い
る
か
確
認
し
て
入
札
を
行
う
。

な
ど
質
疑
応
答
の
後
、
病
院
の
着

工
を
待
つ
ば
か
り
の
整
地
さ
れ
た

予
定
地
を
視
察
し
ま
し
た
。

　担当者の説明

病院建設用地
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御
前
山
ダ
ム
、
市
内
の
観
光
施
設
な

ど
を
視
察

　

経
済
常
任
委
員
会
で
は
、
今
後
、

農
林
業
、
観
光
行
政
な
ど
の
諸
問
題

に
取
り
組
む
た
め
の
調
査
と
し
て
、

去
る
１
月　

日
に
、
市
内
各
地
域
の

２４

経
済
関
連
施
設
を
視
察
調
査
し
、
総

合
支
所
経
済
課
長
な
ど
か
ら
概
要
説

明
を
受
け
ま
し
た
。

　

は
じ
め
に
、
大
宮
地
域
の
農
業
生

産
法
人（
有
）み
ど
り
サ
ポ
ー
ト
を
訪

れ
、
事
業
概
要
説
明
を
受
け
る
と
と

も
に
、
今
後
の
遊
休
農
地
対
策
な
ど

に
つ
い
て
意
見
交
換
を
行
い
ま
し
た
。

　

次
に
、
御
前
山
地
域
の
御
前
山
ダ

ム
建
設
地
、
国
民
宿
舎
御
前
山
荘
な

ど
を
視
察
し
ま
し
た
。
委
員
か
ら

は
、
ダ
ム
の
進
捗
状
況
、
受
益
地
の

計
画
な
ど
に
つ
い
て
質
問
が
あ
り

ま
し
た
。

　

緒
川
地
域
に
お
い
て
は
、
お
が
わ

ふ
れ
あ
い
の
森
な
ど
を
視
察
し
、
事

御前山ダム建設地

三太の湯

�
�
�
�
�
�
�
�
	

美和温泉ささの湯

茨城みどりサポート事業説明

おがわふれあいの森予定地

教
育
関
係
施
設
を
視
察

　

生
活
文
教
常
任
委
員
会
で
は
、
去

る
２
月
２
日
に
各
地
域
の
学
校
施
設

及
び
社
会
体
育
施
設
等
の
視
察
を
行

い
ま
し
た
。

　

最
初
に
、
常
陸
大
宮
市
立
第
一
中

学
校
を
訪
問
し
、
校
長
か
ら
学
校
の

概
要
説
明
を
受
け
、
校
舎
や
体
育

館
、
プ
ー
ル
等
の
視
察
を
行
い
ま
し

た
。
続
い
て
、
各
地
域
に
お
い
て
、

老朽化が進む山方中学校体育館

御前山地域の総合小学校予定地

整備中の緒川総合運動公園新しく使いやすい美和中学校体育館

第一中学校視察

施
設
（
御
前
山
地
域
の
統
合
小
学
校

建
設
予
定
地
、
緒
川
地
域
の
緒
川
総

合
運
動
公
園
、
美
和
地
域
の
美
和
中

学
校
体
育
館
、
山
方
地
域
の
山
方
中

学
校
体
育
館
）
の
状
況
を
各
教
育
事

務
所
長
か
ら
説
明
を
受
け
質
疑
を

行
っ
た
後
、
現
地
視
察
を
実
施
し
ま

し
た
。

　

視
察
後
に
、
議
会
会
議
室
で
報
告

会
議
を
開
き
、
委
員
会
と
し
て
の
今

後
の
方
針
や
対
策
に
つ
い
て
協
議
を

し
ま
し
た
。

業
概
要
の
説
明
を
受
け
ま
し
た
。

　

次
に
、
美
和
地
域
の
花
立
自
然
公

園
、
北
斗
星
、
さ
さ
の
湯
、
山
方
地

域
の
ふ
れ
あ
い
農
園
、
三
太
の
湯
を

視
察
し
ま
し
た
。委
員
か
ら
は
、
そ
れ

ぞ
れ
の
施
設
の
現
在
の
運
営
状
況
な

ど
に
つ
い
て
質
問
が
あ
り
ま
し
た
。

　

視
察
後
報
告
会
議
を
開
き
、
今
後

の
経
済
常
任
委
員
会
の
活
動
、
行
政

と
し
て
対
策
す
べ
き
こ
と
に
つ
い

て
委
員
が
意
見
を
述
べ
ま
し
た
。
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　議会へ請願・陳情しようとする方は，次の要領で提出してください。
１　件名，提出者の住所及び氏名（法人の場合はその名称及び代表者の氏名），提出年月日を記載して
ください。
２　別紙に，趣旨及び理由を記載してください。
３　請願書には，１名以上の紹介議員の署名または記名押印が必要です。ただし，陳情書には必要あ
りません。
４　署名簿を添付する場合には，名簿に住所，氏名，押印の上，提出してください。
５　道路や河川など，場所に関するものについては，略図を添付してください。
６　意見書を関係行政庁に提出要望する場合は，意見書案を添付してください。

　請願，陳情はいつでも受け付けしますが，事務処理の都合もありますので，定例会招集日の７日前まで
に提出してください。それ以降のものについては受理しますが，審議は，次の定例会とさせていただきま
す。（緊急の案件は，議会運営委員会等で審議して決定します。）
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月　

日　

常
陸
大
宮
市
役
所
開
庁

10

16

式

　

月　

日　

第
３
回
臨
時
会

10

28

　

月
9
日　

大
宮
地
方
広
域
組
合
議

11

会
臨
時
会

　

月　

日　

議
会
運
営
委
員
会

11

10

　

月　

日　

大
宮
地
方
環
境
整
備
組

11

15

合
議
会
臨
時
会

　

月　

日　

城
北
地
方
広
域
事
務
組

11

16

合
議
会
定
例
会

　

月　

日　

議
会
運
営
委
員
会

11

29

　

月　

日　

議
会
全
員
協
議
会

11

29

　

月
3
日　

議
会
運
営
委
員
会

12
　

月
3
日　

議
会
広
報
委
員
会

12
　

月
7
日
〜　

日

12

24

　
　
　
　
　

第
4
回
定
例
会

　

月
９
日　

建
設
常
任
委
員
会
現
地

１２

調
査

1
月
5
日　

常
陸
大
宮
市
新
年
賀
詞

交
歓
会

1
月　

日　

那
珂
地
方
負
担
金
審
議

17

会

1
月　

日　

保
健
福
祉
常
任
委
員
会

18

現
地
調
査

1
月　

日　

経
済
常
任
委
員
会
現
地

24

調
査

1
月　

日
〜　

日

25

26

　
　
　
　
　

茨
城
県
市
議
会
議
長
会

定
例
会

1
月　

日　

城
北
地
方
広
域
事
務
組

27

合
議
会
定
例
会

２
月
２
日　

生
活
文
教
常
任
委
員
会

現
地
調
査
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○場　　所　常陸大宮市田子内町３００３番地の３ほか

（国道２９３沿い）
○規　　模　鉄筋コンクリート造り４階建

延床面積約　１１，３００ｍ２

（エネルギー棟含む）病床数１６０床
○診 療 科　内科（呼吸器，消化器，循環器），小児

科，外科，脳神経外科，整形外科，泌
尿器科，産婦人科，麻酔科等を予定

○建設工期　平成１７年２月～平成１８年３月

第１回定例会会期日程（予定）

議 事 予 定曜日月／日

本会議
　開　会
　議案審議，採決
　委員会付託

月３月７日

本会議火３月８日

議事整理(休会)水３月９日

常任委員会木３月１０日

常任委員会金３月１１日

休　会土３月１２日

休　会日３月１３日

常任委員会月３月１４日

議事整理(休会)火３月１５日

本会議（一般質問）水３月１６日

本会議（一般質問）木３月１７日

本会議（一般質問）金３月１８日

休　会土３月１９日

休　会日３月２０日

休　会月３月２１日

議事整理(休会)火３月２２日

議事整理(休会)水３月２３日

本会議
　委員長報告
　議案審議，採決
　閉　会

木３月２４日

政治倫理条例報告
　常陸大宮市議会議員政治倫理条例により，
常陸大宮市が関係する団体が行う工事の請負
契約，下請工事，業務委託契約に関する辞退
届が，下記の議員から提出されました。
○住　所　常陸大宮市野口1556番地
　氏　名　永　嶋　　　昇
○住　所　常陸大宮市野口240番地
　氏　名　木　内　一　郎

　

新
生「
常
陸
大
宮
市
」が
誕
生
し
、
議
会

議
員　

名
で
市
議
会
が
発
足
し
ま
し
た
。

７５

　

広
く
市
民
の
皆
さ
ん
に
、
市
議
会
の
動

向
を
知
っ
て
い
た
だ
く
た
め
、
広
報
委
員

会
を
設
置
し
、「
常
陸
大
宮
市
議
会
広
報
」

を
発
行
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

　

創
刊
号
を
発
行
す
る
に
あ
た
り
、
８
名

の
編
集
委
員
で
作
成
し
て
ま
い
り
ま
し

た
。
こ
れ
か
ら
も
、
議
会
の
活
動
な
ど
の

情
報
を
お
伝
え
し
、
皆
様
に
ご
愛
読
い
た

だ
け
る
紙
面
づ
く
り
に
精
一
杯
努
力
し
て

ま
い
り
ま
す
。

広
報
委
員
会

　

委
員
長

　
　
　

幡
山　

耕
一

　

副
委
員
長

　
　
　

冨
山　

修
三

　

委　
　

員

　
　

小
室　
　

勉　
　

長
岡　

孝
行

　
　

五
位
渕　

粤　
　

宮
下　
　

衛

　
　

河
野　

洪
勲　
　

細
貝　

富
雄

�
�
�
�

編　集　常陸大宮市議会広報委員会

〒３１９－２２９２

茨城県常陸大宮市中富町３１３５－６

TEL ０２９５－５２－１１１１（代）  内線４１３

 ０２９５－５３－０３９３（直）

FAX ０２９５－５２－２１８６

ｅメール

gikai@city．hitachiomiya．lg．jp
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次の定例会は，３月７日から開会予定です。
ぜひ，傍聴してください。（定員３０名）
―手続きは簡単で，本会議を傍聴するときに，

住所・氏名・年齢を書くだけです―
（詳しくは議会事務局まで）
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